
千葉市総合保健医療センター電話設備設置等業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 千葉市総合保健医療センター電話設備設置等業務委託 

 

２ 履行場所 千葉市美浜区幸町１丁目３番９号 千葉市総合保健医療センター 

 

３ 委託期間  契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 目的   

千葉市総合保健医療センター電話設備設置等業務委託（以下「本委託」という）は、対象施設にお

ける電話設備を一新するため、電話機の購入・設置及び休日救急診療所等の音声応答装置等の購入・

設置・設定を行うものである。 

 

５ 作業内容 

（１）作業スケジュールの調整 

作業は、大規模改修工事（R6.3～R8.9）の進捗や、関連する別委託の作業日程と調整を図り、エリ

アごとに個別に指定する日（複数日）に行うものとする。 

 ※【大規模改修工事】 

   現在、一部の団体は館内運営しながら工事を行っているため、「電話設備の利用中エリア」、

「工事中エリア」、「工事完了後に設置エリア」が混在している。 

  なお、大規模改修完了後、本施設に千葉市の組織が移転（R8.11～12月）予定である。 

 

（２）電話機の購入・設置 

【施工時期】令和８年６月～８月頃予定 「電話設備の利用中エリア」 

      令和８年８月～１２月頃予定「工事完了後に設置エリア」 

  ア 仕様・数量の確認、購入 

（ア）大規模改修工事にて設置する新しい電話交換機（CX01V3）に接続できる電話機とする。 

（イ）以下の電話機について、納入時期・台数を含め、事前に発注者と十分協議して発注すること。 

＜仕様＞ 

No. 品番 品名 台数 
＜参考内訳＞ 

利用中エリア 完了後設置エリア 

１ HI-24GTEL-PFA 多機能電話(アナログ停電対応

型)24ボタン 
１ １ ０ 

２ HI-24GTEL-SD 多機能電話(標準型) 

24ボタン 

※ﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

１ １ ０ 

３ HI-12GTEL-SD 多機能電話(標準型) 

12ボタン 

※ﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

８７ ４ ８３ 

４ HI-A2Ⅱ 一般電話機 

※保留や代理応答可 
１４４ ６０ ８４ 

５ HI-1.3WMP ４の壁掛用品 ４４ ２９ １５ 



６ ﾊﾟﾅ)VE-GD58DL コードレス電話機（親１、子１） 

※ﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ使用不可 
２０ ２０ ０ 

７ KX-AN162 ６の壁掛用品 ８ ８ ０ 

８ HI-D10PSWP PHS子機（防水型） ２０ ２０ ０ 

合 計  

（壁掛け用品52除くと） 

３２５ 

（273） 

１４３ 

（106） 

１８２ 

（167） 

   ※８は、別途発注するPHSアンテナ(HI-D3BS)に接続できるものとする。 

 

  イ 設置 

  （ア）設置位置については、資料を参考とし、事前に発注者と十分に協議すること。 

    添付書類参照：「概要図」※丸印のＭＪの位置に設置、「概要表」 

（イ）施工範囲は、ＭＪから机上等への電話機設置とする。 

※大規模改修工事等にて各部屋のＭＪ、ＯＡフロア下ＭＪまで施工済み 

  （ウ）机上設置等のため、電話線の余長を見込むこと。 

  （エ）電話機利用中エリアでは、既存利用品との交換となるが、既存利用品はリース品のため、丁

寧に取外し、発注者へ引き渡すこと。 

  （オ）大規模改修工事のほか、別途発注する「電話線の配線・電話番号設定業務委託」や、「ＰＨ

Ｓ用アンテナの配線・設置委託」と連携して作業を行うこと。 

  （カ）「工事完了後に設置エリア」については、大規模改修工事が撤退前（R8.9頃）までに設置・

接続・試験検査をするとともに、千葉市の組織の移転後（R8.11～12月）の電話番号の設定時の電

話機の不具合についても対応すること。なお、各関係者との協議の結果、移転前設置が引越搬入

作業に支障を及ぼす場合には、移転日に合わせた設置日程となる場合がある。 

 

（３）休日救急診療所等の音声応答装置等の購入・設置・設定 

【施工時期】令和８年６月～８月頃予定 「電話設備の利用中エリア」 

ア 仕様の確認、購入 

（ア）特定の電話番号への入電に対し、音声応答する装置とする。 

（イ）以下の機器について、仕様や品番を、事前に発注者と十分協議して発注すること。 

＜仕様＞ 

No. 品番 品名 台数 

１ AT-4000N  

タカコム 

４回線音声応答装置 SDカード付 ※１Fに設置 

※３チャンネル分１種類の音声を流せるもの 

※時間帯により既設の一般電話で応答している。 

１ 

２ 参考商品 

RRS400S-JP（APC） 

の同等品 

無停電装置（UPS） ※１Fに設置 

※上記１を１時間程度持たせるもの 

※耐用年数３年以上のもの 

１ 

３ TS-500Ⅱ 

タカコム 

３２回線音声応答装置 SDカード付 ※B1Fに設置 

※３０チャンネル分３種類の音声を流せるもの 

※全ての入電を音声応答している。 

１ 

４ 参考商品 

RRS1000S-JP（APC） 

の同等品 

無停電装置（UPS） ※B1Fに設置 

※上記３を１時間程度持たせるもの 

※耐用年数３年以上のもの 

１ 



 

イ 設置・設定 

  （ア）設置位置については、資料を参考とし、事前に発注者と十分に協議すること。 

    添付書類参照：「概要図」 

（イ）対象の各電話番号に対し、応答する音声内容や応答時間などの設定については、事前に発注

者と十分に協議を行うこと。 

  （ウ）既存利用品との交換となるため、不通時間を十分協議するとともに、既存利用品は受注者に

て廃棄すること。 

  （エ）大規模改修工事のほか、別途発注する「アナログ回線のひかり化、電話番号設定業務委託」

と連携して作業を行うこと。 

 

（４）設置機器の試験調整 

 

（５）提出物の提出 

作業開始前：作業工程表 

作業完了時：完了届、作業写真を添付した業務報告書、 

完了図書（納入機器の仕様書・保証書・説明書、位置図・種別表（最終図表）） 

 

６ 一般事項 

（１）受注者は、本委託の履行にあたり、関係法令を順守し、本仕様書に定められた項目を確実に履行

すること。 

（２）受注者は、業務を適正に履行するため、現場責任者を選任して本委託の進捗状況を管理し、その

実施に関して発生した課題について自ら解決にあたるとともに、業務の実施状況を発注者へ報告する

こと。また業務の実施にあたっては、発注者と十分に協議しながら進めること。 

（３）受注者は、業務上知りえた市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解

除後及び期間満了後においても同様とする。 

（４）受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やか

に発注者に報告する。なお、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負う。 

（５）本仕様書及び契約書に定めがない事項のうち、本委託を行うにあたり必要と思われる事項につい

ては受注者の責任で行うものとし、それ以外は発注者と受注者と協議の上定めるものとする。 

（６）本委託の履行においては、環境負荷の軽減に向け、省資源・省エネルギーの推進、３R（発生抑制、

再使用、再生利用）活動の推進及びグリーン購入の推進等、可能な範囲で、環境に配慮して作業を実

施すること。 

（７）委託料の支払は、完了払いとする。 

 

７ 服務規律 

（１）受注者は、鍵の貸与を受けた場合、管理を徹底するとともに、業務を遂行するために必要な場合

に限って使用することとし、複製はしないこと。 

（２）受注者は、業務対象が公共施設であることを十分に認識し、礼儀正しく品行を慎み来庁者に対し

ては親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴な言動があってはならない。 

（３）受注者は、エレベーターを利用する際、他の利用者に声かけをしてから乗り入れること。また、

安全配慮を十分に行うこと。 

（４）受注者は、拾得物について、ただちに発注者に届け出ること。 

（５）受注者は、業務に関係のない場所及び室への出入りはしないこと。 

（６）対象施設敷地内は禁煙である。 


